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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき 

区域の変更及び期間の延長（令和３年８月１７日）に伴う工事

及び業務の対応について（通知） 

 
このことについて、令和３年８月１８日付け事務連絡で国土交通省不動

産・建設経済局建設業課長から別紙１のとおり通知がありました。  
つきましては、施工中の工事及び業務（以下「工事等」という。）について、

下記及び「新型コロナウイルス感染症に係る職域接種を踏まえた工事及び業

務の対応について」（令和３年６月１０日付け技第１８４号及び建不第３３

０号）のとおり引き続き適切に対応するようお願いします。  
なお、各市町村及び各建設業関係団体あてに、別途送付していることを

申し添えます。  
 

記  
１ 施工中の工事等における感染拡大防止措置等 

施工中の工事等における感染拡大防止措置等については、引き続き、ア 

ルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場

でのマスク着用、手洗い、換気、「居場所の切り替わり」への注意など、

感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影

響緩和の対策が講じられるよう、改めて、受注者に対して「建設業におけ

る新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月１４日

（令和３年５月１２日改訂版））」及び内閣官房の新型コロナウイルス感

染症対策ホームページにおいて公表されている業種ごとの感染拡大予防

ガイドライン等の周知徹底を図るなど適切に対応すること。 

 

２ 施工中の工事等における一時中止措置等 

施工中のすべての工事又は測量・調査・設計等の業務（以下「工事等」  
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という。）の受注者に、日常のコミュニケーション等により今後の対応に

ついて確認し、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長

（以下「一時中止等」という。）の希望がある場合には、受注者の責めに

帰すことができないものとして、契約書に基づき工事等の一時中止や設

計図書等の変更（以下「一時中止措置等」という。）を行うこと。なお、

一時中止措置等行った場合においては、契約書の規定に基づき、必要に応

じて請負代金額若しくは業務委託料の変更又は工期若しくは履行期間の

延長を行うなど、適切に対応すること。また、一時中止措置等に伴い工期

又は履行期間が年度を超える可能性がある場合には、繰越し等の手続を

とること。 

 

３ 感染拡大防止対策に係る設計変更 

受注者が、追加で費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合には、

受発注者間で設計変更の協議を行うこと。その上で、個別の現場に係る感

染拡大防止のために必要と認められる対策については、受注者による施

工計画書又は業務計画書への反映と確実な履行を前提として、設計変更

を行い、請負代金額又は業務委託料の変更や工期又は履行期間の延長を

行うこと。 
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